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気象警報発表時の対応について 

 

通常校時 

登校時に，「奈良市西部」または「自分の居住する市町村」に気象警報が発表されている場

合，下記の臨時措置をとる。 

 １．午前 6時までに解除された場合 …… 通常校時の授業 

 ２．午前 8時までに解除された場合 …… 午前 10時 30分までに登校 

3限より授業 

 ３．午前 10時までに解除された場合 …… 午後 12時 45分までに登校 

      5限より授業 

 （※土曜日・午前中授業の場合を除く） 

 ４．午前 10時現在で解除されていない場合 …… 終日休校 

（※土曜日・午前中授業の場合は午前 8時現在） 

※警報解除後において，交通機関の状況や通学路に危険を伴う状態（河川の氾濫など）の

場合は，学校へ連絡し，自宅で待機する。 

※登校途中に警報が発表された場合は，各自の安全を最優先し，状況判断する。 

 （その場に待機または近くの安全な場所 ／ 帰宅または登校など） 

※登校後に警報が発表された場合は，その都度判断して指示する。 

※その他特別な場合においては，その都度判断する。 

気象庁ホームページ：こちらを確認してください 

 

定期考査期間 ならびに 答案返却日（行事予定にある答案返却日を指す） 

登校時に，「奈良県（奈良市西部）・大阪府（東部大阪）・京都府（山城南部）」の 3地域の 

いずれかに気象警報が発表されている場合，下記の臨時措置をとる。 

 １．午前 6時までに解除された場合 …… 通常通り 

 ２．午前 8時までに解除された場合 …… 午前 10時 30分までに登校 

 ３．午前 10時までに解除された場合 …… 午後 12時 45分までに登校 

４．午前 10時現在で解除されていない場合 …… 終日休校 

（土曜日は午前 8時現在） 

 

https://www.jma.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=290000&timeline_efilter=all&timeline_lfilter=all

